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子どもたちの幸せのための幼児教育無償化を求める意見書 

 就学前の幼児教育・保育の重要性は言うに及ばず、本格的な少子高齢社会を迎え、

子育て支援の拡充は喫緊の課題である。その意味で、国が進める幼児教育の無償化は

最重要課題であると認識している。 

 その上で、本施策を進めるにあたっては、子どもたちの就学前の教育・保育のさら

なる充実など地方自治体の独自の裁量を狭めたり、地方に恒常的な負担を押し付けた

りすることのないよう、下記事項について強く要望する。 

記 

１ 幼児教育・保育の無償化は、地方消費税の増収分を充てることなく国の責任にお

いて全額を国費で確保すること。また、当該事業の拡大に伴う人件費やシステム改

修費などについても財政措置を講じること。 

２ 無償化に伴う保育需要の拡大等に対応するための人材の育成・確保・施設の整備

に対しても財政措置など必要な支援策を講じること。 

３ 無償化の施行に際しては、子どもたちの教育・保育環境の安全確保、質の担保・

向上の仕組みを構築すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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